
市民の声を拒む神宮外苑再開発を問う
糸長浩司（NPO法人エコロジー・アーキスケープ 理事長、元日本大学生物資源科学部教授）

1．都市再開発の異常なブーム

全国的な都市再開発は異常ともいえる活
況を呈している（図1）。その中でも東京の都
市再開発ブームは超異常ともいえる。戦後
の高度経済成長以降に建設された建築物の
老朽化、機能低下等はあるとしても、異常
な進捗ぶりである。地球温暖化の緩和のた
めには、緊急的に脱炭素型経済社会が求め
られる中で、スクラップアンド型の都市再
開発が目白押しに進み、不動産経済、建築
経済は好景気で、かつ都心のマンションの
高騰が急激な勢いにある。東京の都市再開
発は、マンション市場の活況化とも不可分
である。現況の区分所有制度のままでは老
朽化マンションの改築不能、空き部屋問題
の深刻化も伴い、建設中のマンションも将
来的には都市の座礁資産となる心配もある。
　図2にみるように東京を除く地方都市の
都市再開発は立地適正化計画との相関が高
く、地方での都市再開発のブームの政策要
因として立地適正化制度がある。都市再生
特別措置法の改正で立地適正化制度が2014

年に創設され、コンパクトシティ政策が推
進されてきた。少しデータが古いが、図3は
コンパクトシティが論じられつつあった
2009年に筆者の研究室で全国市町区村長に
アンケートした。1,793件配布で 667件
（37.2%）の回答である。コンパクト化に消極
的で個々の歴史や市街地の状況から自治体
が独自的に判断するという、地方都市の独
自の都市再生の意向が強く、強引な集中化
には無理があるという認識である。しかし、
その後国策として強引ともいえるコンパク
トシティ政策が推進され、全国的な都市再
開発ブームとなっているのが現状である。
地方都市のドーナツ化現象を解消するもの
として、空洞化した中心市街地を再整備し
て再集中化することで地方都市の活性化と
都市サービスのコンパクトを狙う都市改造
の施策である。しかし、コンパクト化による
スクラップアンドビルド型では建設時排出

図1　都道府県人口規模と市街地再開発事業件数の関係（2023年2月1日作成　糸長浩司）
（全国市街地再開発協会のWEBのデータより解析、都市再開発法に定める市街地再開発事業（法定再開発）の事業地区）

図2　都道府県別の市街地開発事業数と立地適正化計画件数の関係（2023年2月1日作成　糸長浩司）

図3　市区町村首長のコンパクトシティ施策への考え（2009年全国市区町村首長アンケート（日本大学糸長浩司研究室））
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CO2が大量となり、その省エネ運用による
削減効果には37年かかるという試算もある

（図4）。コンパクトシティ化はCO2排出で考
えても非常に乱暴な開発型都市再生である。

2．オリンピックを契機とした 
神宮外苑の再開発と超高層化

　多くの市民からの反対の声を無視して神
宮外苑の再開発事業が強行され、東京の貴
重な都市の歴史的コモンズが破壊されよう
としている。神宮外苑一体の再開発は2013

年に東京オリンピック開催が確定した時か
ら始まり、オリンピック後の第2段が現在で
ある。制度的にも周到に、「官民共同」で準
備された大規模再開発ともいえる。まず、
東京都風致地区条例での高さ15m規制を撤
廃して75mに緩和し巨大なザハ提案の新国
立競技場設計案を決め、その後47mの隈研
吾案で建設され、その前後には図5に示すよ
うな風致地区での高さ制限を超えた高層ビ
ルの建設を地区計画の変更により可能とし
た。神宮外苑の外堀を高層建築で埋めたと
もいえる。この第一段階が終了し、神宮球
場と秩父宮ラグビー場の解体・敷地交換等
による大規模再開発が第二段階である。

3．神宮外苑再開発事業認可撤回への
要請

　筆者は、建築、都市計画、造園、環境計
画の専門家有志と2023年2月17日に東京都
知事、都議会議長、環境影響評価審議会議

長あてに、「神宮外苑再開発事業の施行認可
の撤回及び環境影響評価の継続審議に関す
る要請書」を提出し、3月8日に都庁での記者
会見も実施した。本要請書に対する建築家・
都市計画研究者等の専門家及び市民の賛同
者数は、3月8日時点で583名である。詳細は
末尾の要請文（p78-79）を読んでほしい。こ
こでは、筆者の関心の高い視点から神宮外
苑再開発の問題を指摘する。

（1）東京都心のグリーンインフラの削減

　東京は中心にゼロの空間がある。皇居を
核とした一連の緑地・水空間である。東京

都心の環境調整機能や癒しの空間である。
大都市の中心に過密な建築群がなく、広大
なオープンスペースがある。江戸時代から
400年近く続く巨大な半自然の空間である。
この緑域・水域は、生き物にとってのオア
シスであり、ヒートアイランドを低減する東
京の肺でもある。皇居から離宮・神宮外苑・
新宿御苑・神宮内宮との緑の塊は、東京の
貴重なグリーンインフラである。ただ、半分
近くが非公開の空間であり、今後とも何ら
かのオープンアクセスの拡大が求められ、
より公衆に開かれた公共空間の場所として
開放されることを期待したい。この緑地・
水空間を維持しつづけることは東京の都市
づくりの核となる。その一角に位置する神
宮外苑の緑地空間を維持・継承することは
重要となる。
　新宿、渋谷等の密集繁華街に近接する外
苑のオープンスペースは貴重な避難空間で
もある。現状でも、これらの密集市街地か
らの避難者を十分に避難させられるだけの
空間は不足していると思われる。それにも
関わらず超高層ビル建設により、昼夜間の
定住人口が増加するこの都市再開発は東京
都心の防災計画の視点からも逆行する民間
事業と言わざるを得ない。不動産開発業者
においても、提供する建物に入居する人た
ちの安全性を多方面から確保する社会的責
務がある。

図4　都市再編成時と運用時の累計のCO2排出量の推計1)（和田夏子、大野秀敏）単心シナリオはコンパクトシティ

図5　神宮外苑一体の高層建築の建設と計画案（東京新聞
2023年3月23日朝刊の図を基に作図）
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（2）建築・緑・空の織り成す景観の喪失

　良好な自然的景観として、明治神宮内外
苑付近風致地区は大正15年に指定され、神
宮外苑と内苑を結ぶ連絡道路、表参道や裏
参道の沿道約18m内であった。その後、外
苑及び内苑の面的な指定に変化し今日にい
たる。外苑は昭和26年に風致地区に指定さ
れ、その時に、現在のシンボルとなる銀杏
並木も含まれ、外苑は風致地区歴72年目と
なる貴重な風致地区であり、その環境・景
観は価値が高い。
　神宮球場は1926年に建築家小林政一（隣
接する重要文化財の絵画館の設計者）によ
り設計・建設され、アーチ型の外壁は当時
の表現主義的特徴を持つ貴重な建造物であ
る（写真1）。耐震補強も完了し各種の施設整
備も行われ、今後とも野球ファンが集える
建築である。秩父宮ラグビー場は、多くの
ラガーマンが努力して1947年に建設され、
ラグビーの聖地となって70年以上である。
神宮球場、秩父宮ラグビー場、絵画館とい
うシンボル的な文化（写真2）・スポーツ施設
と銀杏並木や建国記念文庫の森という、建
物・緑が融合したスカイラインの景観は都
心の景観としては非常に貴重な歴史文化的
価値がある。新たな超高層建築はこの一体
的景観を破壊するものである。

（3）周到に進められた非民主的な 

都市再開発手法

　オリンピック開催決定と同時の2013年に
東京都が策定した「公園まちづくり」要綱
が、今回の再開発推進の元凶である。この
要綱は、「都市計画公園内の未供用部分を対
象に、民間による都市開発の機会を捉えた
まちづくりと公園・緑地の整備とを両立さ
せる」ことを目的とし、都市計画公園の一部
を除外して、不動産等の民活による都市再
開発である。民間から再開発計画を提案さ
せ、その再開発提案書を都庁内部の職員に

よる審査機関が審査認定する。その後都市
計画法に基づく地区計画の見直し（再開発
促進区地区計画等の導入）、再開発事業とし
て認可する仕組みである。都行政と民間が
共同して、公共空間の都市計画公園に超高
層建築物やアミューズメント施設を新設す
る仕組みである。形式的には都市計画法に
おける地区計画制度を組み込むことによ
り、公的な審査を経る形式はとっているも
のの、あくまでも要綱という行政手続きに
基づく密室的・閉鎖的な仕組みであり、都
民の意見の反映は狭く非民主的なものであ

図6　皇居～迎賓館～明治神宮外苑～新宿御苑～明治神宮内苑～代々木公園の緑地ネットワーク

写真1　神宮球場のアーチ型の外壁（写真＝編集部）
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2013年　公園まちづくり実施要綱
2015年　神宮外苑地区まちづくりに係る基本覚書を締結（東京都と明治神宮・伊藤忠・三井不動産等、

スポーツクラスターと魅力ある複合市街地を実現）
2018年　東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針を策定
2020年　事業者、「公園まちづくり制度」に基づく公園まちづくり計画の提案書を提出

東京都審査会（都の職員のみ）で承認
2021年 「神宮外苑地区公園まちづくり計画」提案書について、東京都公園まちづくり制度を適用する

旨、事業者に通知
2022年　神宮外苑地区地区計画の変更・都市計画公園明治公園の変更
2023年　神宮外苑地区第一種市街地再開発事業の施行認可

る。都市計画法の隙間をかいくぐり、都市
計画公園を活用した民間資本の資本増大的
土地利用改変・都市再開発であり、それを
行政が誘導する構図である。2013年の公園
まちづくり制度以降の2023年2月までの一
連の流れは表1である。

　さらに地区計画で導入された再開発等促
進区は、「土地の合理的かつ健全な高度利用
と都市機能の増進を図るため、一体的かつ

総合的な市街地の再開発又は開発整備を実
施すべき区域」（都市計画法12条5項3）であ
る。国交省HPでは工業専用地での再開発の
絵が描かれている。都市計画公園内での都
市公園を再開発するようなことは想定され
ていない。
　このような法的問題のある仕組みを導入
し、かつ、開かれた討議もなく進められて
いる。

（4）「容積錬金術」による不動産経済のための 

都市再開発

　都市計画公園区域内に設定された容積率
を、公園外の再開発地に移転する手法がと
られている。都市計画公園区域は良好な
オープンスペースを確保することを目的と
した区域であり、それを目的として建物規
制がかけられている。この論理からいえば、
指定された容積率は余裕があるとしても、
その残余容積をその土地の空中権として、
公園外の隣地敷地に移転売却することは問
題である。公園の空中権を隣地に転化し超
高層建築が建てば、公園の空中の魅力が激
減し、公園の環境機能は低下する。このよ
うな容積率の移転は都市計画公園の魅力向
上に逆の効果を産むこととなる。
　容積移転手法は近年盛んに利用され、都
市再開発不動産事業が展開されている。都
市計画法上では、容積緩和と容積移転は不
可分の関係で使用されてきた。密集市街地
や工業跡地の再開発等では合理的に公開空
地を産みだし、良好な居住環境を形成する
上では貢献した面もある。旧都市計画法で
の絶対高さ規制では、市街地整備と活性化
において限界があるとの認識で、1960年代
以降、容積率制度が導入された。容積率の
根拠は、建物が建設されることによる道路
等の公共施設の負荷増加の回避、良好な居
住環境の確保にある。ただ、具体的な敷地
での適正な容積率を確定する科学的公正な
手法が開発されず、現状の土地利用状況の
追認、政治経済的配慮による指定等で不明
瞭なままに推移してきた。その後、指定さ
れた容積率は将来的に建設可能な床面積と
して不動産的価値を有する架空の資産とし
て認識され、より多くの容積率（敷地にとっ
ては建設可能な床面積）を確保することで
不動産価値を高めるという不動産経済が都
市計画の容積率を支える仕組みが定着し、
新自由主義経済下で容積錬金術が拡大し
た。既存敷地の所有者は、まだ余裕のある
空中の容積（床面積）を権利として意識し、
その市場価値を売買する権利を持ったこと
になる。その権利売買を都市計画法上可能
にした制度が、再開発等促進地区計画や特
例容積率適用地区制度等である。
　地域に容積率移転を導入する仕組みは米
国で、歴史的建造物の保全・維持のために、
その建物の上部空間の余剰容積を他に移図7　神宮外苑再開発のイメージ図（三井不動産）

表1　2013年の公園まちづくり制度以降の神宮外苑再開発の2023年2月までの一連の流れ

写真2　聖徳記念絵画館（写真＝編集部）
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転・売却することで、その敷地所有者の経
済的メリットを高めることで、敷地に建つ歴
史的建造物の保全維持を図るという目的で
導入されてきた。歴史的建造物である東京
駅の保全・維持を目的として、大丸有再開
発が日本で最初の特例容積率適用地区制度
を適用して実施された。東京駅の赤レンガ
駅舎の修復工事費は約500億円であり、駅舎
の余剰容積を周辺の高層ビルに移転売却し
てその代金を賄った。その結果として東京
駅周囲は敷地の指定容積率を超えた超高層
建築が建設された（写真3）。多様な資本参加
による協議会による大丸有地区のまちづく
りは、資本協同によるまちづくりとして評価
されているが、あくまでも経済性重視での
容積率移転により、膨大な床を産みだす不
動産経済手法によるものであり、果たして
東京駅の歴史的景観と融合し、かつ周辺の
皇居の緑地空間とマッチした良質な都市環
境の創造となっているかは疑問である。明
治神宮外苑の容積移転手法は再開発等促進
区地区計画であり、大丸有再開発の手法と
は異なるものの、大丸有再開発が大規模容
積移転の不動産的うま味を創出したことを
真似るものである。

　歴史的なコモンズ的空間を資本主体の経
済的論理で大規模に改変することの功罪を
問わざるを得ない。明治神宮外苑における
再開発等促進区適用での容積移転は、どん
な歴史的建築・空間・環境・景観を保全す
るために適用されるのか、大きな疑問であ
る。認可された再開発事業は完全なスク
ラップアンドビルドであり、保全されるべき
ものは破壊され、そこに新たな超高層の建
造物が建つ。保全されるべき神宮球場、ラ
グビー場は破壊され、数千の樹木が伐採・
移植され、シンボルの銀杏並木の存続も危
ぶまれる。歴史的環境・景観の保全ではな
く、破壊の手法として容積率移転が利用さ
れていることは明確である。このような手法
は今日、明治神宮外苑以外でも多くの事例
が出てきており危惧するところである。

（5）地球温暖化対策に逆行するCO2排出

　東京都の市街地再開発事業は異常である
といわざるを得ない。2021年時点での市街
地再開発事業中の延床面積は約1000万㎡で
ある。10年間の事業として算定すると年間
で約100万㎡となり、再開発事業により毎年
約100万ﾄﾝのCO2排出量となる。ちなみに、

建設に伴う工事の他、建設材料や設備の生
産によるCO2排出量を含めた建設時のCO2

排出量は、概ね1ﾄﾝ/㎡として計算する。皮肉
なことにも神宮外苑再開発の開発主体の三
井不動産の建設時排出CO2排出のモデル計
算でも0.96ﾄﾝ/㎡となっている（図8）。
　東京都の建設に伴う環境影響評価制度で
は、建設時のCO2排出量の計算は義務では
なく、建設後の運用段階でのCO2排出の予
測量の計算のみであり、建設段階のCO2排
出計算こそ重要であるのに無視した環境影
響評価である。三井不動産や環境影響評価

図8　建設時排出CO2量／建設床面積㎡当り2）

写真3　東京駅周囲は敷地の指定容積率を超えた超高層建築が建設された（写真＝編集部）
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書作成を委託された日建設計は、既に建設
時CO2排出計算ができるとHP上では宣伝
しているのにも関わらず、実際の神宮外苑
再開発事業においては採用しないという二
枚舌的な対応をしていることは企業倫理か
らも、あるいはTCFD（気候関連財務情報開
示タスクフォース）の視点からも問題である。
　2030年までにCO2排出量を半減しなけれ
ばいけない状況にも関わらず、再開発関連
で膨大なCO2排出量がでる。日本は今まで
に建築・都市構築や近代的ライフスタイル
のために大量なCO2を排出してきたわけで
あり、今、如何に削減に貢献するかが問わ
れている時に、今日の膨大な都市再開発は
縮小すべきである。神宮外苑再開発の建設
延べ床面積は約56.5万㎡で、56.5万ﾄﾝのCO2

排出で、仮に10年間事業とすると5.65万ﾄﾝ/
年で、この排出量を吸収するには0.64万haの
森林（東京の森林の8%）が必要となる。この
点からも新規建設ではなく既存の施設を改
修する手法に転換すべきである。

（6）市民主体の計画アセスとレファレンダム

　三井不動産が提出した環境影響評価書に
は多くの非科学的な内容があるとして、日
本イコモスは指摘している。例えば建国記
念文庫の森には常緑広葉樹が存在している
にも関わらず落葉広葉樹の森として評価さ
れている。この区域の潜在自然植生で樹齢
100 年を超える多数の巨木として分布して
いるスダジイが評価されていない。重要な
いちょう並木の樹木そのものの調査および
生育環境に関する調査がほとんど皆無であ
る。群落分類が間違っているため、将来の
植生遷移の道筋を描くダイヤグラムが、全

【脚注】
1)　和田夏子・大野秀敏、「都市のコンパクト化のCO2

排出量評価」、日本建築学会環境系論文集第668
号、2011年

2)  「国際シンポジウムREvision2023エネルギー危機を
自然エネルギーが克服する」（自然エネルギー財
団、2023年3月8日）での三井不動産の公開資料
の一部

3)　「（仮称）神宮外苑地区市街地再開発事業」評価
書に関して日本イコモス国内委員会が指摘した「虚
偽の報告」に係わる事業者の誠意ある対応と内容
に関する回答の要請、日本イコモス国内委員
会、2023年2月20日

4)　スイスで設計活動を長年していた建築家木村浩之
がスイスでの市民の建築設計拒否権について詳し
い。https://artscape.jp/focus/10102353_1635.
html

5)　連健夫、「脱炭素社会への日本版CABEアプロー
チ」、脱炭素社会推進会議2022年度シンポジウム
資料、2023年1月21日

糸長浩司（いとなが こうじ）
建築学をベースにエコロジーと環境創造の総合的デザイン、
パーマカルチャー、世界のエコビレッジの研究。地域現場で
の住民と行政の協働地域づくり支援活動を行う。飯豊町立い
いで農村未来研究所所長。放射能汚染被害地の福島県飯
舘村での放射能測定や試験栽培を村民と行い、村人の生活
再建のための支援研究を行う。丹沢大山自然再生委員会調
査部会長。日本建築学会元地球環境委員長・原発長期災
害対策特別研究委員長、脱炭素社会推進会議幹事。日本
建築学会教育賞、農村計画学会賞（業績）。『BIOCITY』監
修人。共編著『地球環境建築のすすめ』他。

く作成されていない。等の指摘がされてい
る3)。このような指摘に対して、3月時点でも
三井不動産からの回答はなく、また環境影響
評価審議会での説明もされないままである。
　日本の環境影響評価制度そのものの欠陥
をそのまま東京都は踏襲している。重大な
環境改変に関しては企画・計画時点での影
響評価を行い、企画・計画の内容の変更・
修正が行われるシステムとなっておらず、
計画後の事業段階でのアセスであり、結果
的には「アワセメント」と揶揄されるシステ
ムとなっている。
　スイスでは、都市計画・インフラ・建築
関連の計画設計段階でのレファレンダム
（市民投票）が市民の権利として認められて
いる4)（図9）。都市計画が議会議決されても、
それに異議のある有権者（近隣）が一定期間
に一定人数分の署名を提出すると、議決は
保留され全有権者の投票で最終決定すると
いう。公共建築や地区詳細計画は市議会承
認が必要となり市民投票にかけられうる案
件となる。経済的理由だけでなく景観、環
境、建築のデザイン、高さや密度などに関
してレファレンダムの対象となる。市民投
票で地区詳細計画の変更が承認され建築許
可申請が提出された後、写真4に示すように
建設現場での計画輪郭表示が閲覧・審査期
間の30日間義務づけられる。建物の建つ現
場での高さや環境について市民が直接感じ
異議申し立てできる。さらに、不服な場合
には、訴訟へと発展する。このような都市
計画、建築計画に関する市民の直接参加制
度こそが開かれた民主的な都市計画・建築
計画設計制度であるといえる。神宮外苑再
開発において実施されることが望ましい。

この種の市民の都市計画・建築計画に直接
参加できる法制度を早急に確立することが
求められている。
　あるいは、英国ではCABE(Commission for 

Architecture & the Built Environment、建築・
まちづくり機構)という仕組みがある。この
組織は1999年に設置され、「良質な建築、美
しい都市をつくるためにデザイン評価、支
援、助言をする機関として」機能し、公共建
築の許可申請に必要な審査（デザインレ
ビュー）をCABEが実施しているという5)。こ
れらの海外の先駆的なシステムを早急に日
本でも導入する必要がある。市民参加と専
門家による第三者的評価・審査により、公
共空間、コモンズの民主的な維持と改変が
実施されるべきである。

説明会・WS 

完成

市民投票

建築許可申請

30日間閲覧・審査

美観委員会による審査

建築許可

工事

異議申し立て
（建築課）

訴訟
(法廷) 

異議申し立て
（建築課）

訴訟
(法廷) 

建築のプロセス 近隣住民
*至近距離の地権者等市民団体

*「市民団体提訴権」

Einsprache
（30日間）

Rekurs/
Beschwerde
（30日間）

近隣でなく
てもOK

B-Plan作成・議会承認

構想・スタディ

図9　スイスでは都市計画・インフラ・建築関連の計画設計段階でのレファレンダム（市民投票）が認められている（提供／木村浩之）

写真4　建設現場での計画輪郭表示が閲覧・審査期間に義
務づけられ、建物の建つ現場での高さや環境について市民が
直接感じ異議申し立てできる。ポールが設置され、建物の高
さが示されている（Wikipedia commonsより）
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2023年3月8日

東京都知事 小池 百合子様

東京都議会議長 三宅 しげき様

東京都環境影響評価審議会会長 柳 憲一郎様

神宮外苑再開発事業の施行認可の撤回及び
環境影響評価の継続審議に関する要請書

明治神宮外苑の再開発の再考を願う建築・造園・都市計画の専門家有志

　石川幹子（東京大学名誉教授）　　　　　
◎糸長浩司（元日本大学教授）　　　　　　
　岩見良太郎（埼玉大学名誉教授）　　　　
　大方潤一郎（東京大学名誉教授）　　　　
　原科幸彦（千葉商科大学学長）　　　　　
　藤本昌也（日本建築士会連合会名誉会長）
　若山　徹（新建築家技術者集団会員）
　（◎有志代表）

　東京都小池都知事及び東京都環境影響評価審議会には神宮外苑
再開発事業に関して、施行認可の撤回及び環境影響評価の継続審
議をしていただきたく、ここに、建築・造園・都市計画の専門家と
してお願い申しあげます。
神宮外苑再開発事業は、この間の状況を鑑みると、市民及び東京都
住民、専門家の十分な参加を保障する行政的手続きが進められて
いません。都市の改変はそこに暮らし、生活する都市住民の意思を
尊重して進められるべきです。残念ながら現在の神宮外苑再開発に
よる改変は、この理念を無視したものとなっています。
　神宮外苑は長い歴史的経緯の上に、現在の東京の核となる自然
的、文化的、景観的な価値ある環境であり、国内外を含めた人々の
憩いの場であり、交流の場であり、歴史を感じる場となってきまし
た。この貴重な宝物の環境、空間の改変に関しては、多くの都民、
市民の賛同なくして実現すべきではありません。
　多くの都民、国民、団体からこの事業への見直しの請願や要望が
都知事には届いている中で、突然の施行認可は到底許されません。
私たちは、建築・造園・都市計画の専門家として、下記の視点から
本事業の見直しを決断することを求めます。

1．東京都心の核としての緑地空間の保全
　神宮外苑は東京都内の核となる緑地空間であり、その保全と維持
は東京の都市空間の要として維持されるべきです。今回の事業にか
かわる建国記念文庫の森や4列の銀杏並木の保全は国民の願いで
あると考えます。

2．一世紀にわたり継承されてきた日本最初の風致地区の歴史的価値
　神宮外苑は、大正15年9月に、日本で最初の風致地区（内務省告
示134号）として指定され、都市における自然環境を守り文化的景
観を育む制度として歴史を刻んできました。指定面積は、令和3年
4月１日現在、274haとなっています。風致地区制度は、その後、全
国に展開され765地区で170,105.7haの指定となっています（平成29

年3月31日現在）。風致地区の嚆矢である神宮内外苑の歴史的意義
は極めて高いものがあり、遺産的価値のある空間として、風致地区
制度の原点を踏まえて維持されるべきです。

3．歴史的価値ある建築の改修による保全
　神宮球場、秩父宮ラグビー場は、スポーツマンや愛好者の聖地で
あり、関係者の尽力により建設されました。また、歴史的建築物と
しての価値を有しており、現在の要求に応える的確な改修により十
分に魅力的な建物として使用可能です。既に新建築家技術者集団
東京支部が改修提案も具体的に提示しています。建物周囲の緑地
環境との関連性を深める総合的なランドスケープデザインにより、
より魅力的な空間にしていくことも可能であり、全面的な移転、建
て替えを行う必要はありません。

4．都市防災拠点の縮小
　神宮外苑は関東大震災においては貴重で大規模な避難場所とな
りました。現在も東京の貴重な避難場所としての価値を有し、今後
想定される東京大災害に際しても貴重な避難空間です。ここで再開
発事業が実施されれば、この避難場所としての価値は薄められ、か
つ、この区域での昼夜間人口が増大するため、周囲からの避難者を
受けいれる余裕はなくなると思います。都市再開発により貴重な都
心の避難空間が失われることになります。トルコ、シリアでの大地
震は、命を守る防災拠点の整備が、都市計画の基本であることを示
しています。

5．「公園まちづくり」及び再開発等促進区の非民主的な決定プロセ
スによる公共空間の破壊

　東京都は2013年に作成した「東京都公園まちづくり制度実施要
綱」の「公園まちづくり制度」を神宮外苑地区に適用し、都市計画公
園区域に再開発等促進区を定める地区計画を定め、しかも都市計画
公園区域の一部を都市計画公園区域から除外した上で、そこに超高
層事務所ビル等を建てることを可能にする都市計画を知事決定し
てきましたが、これら一連の手続きは、民主的で透明な都市計画決
定手続きとはいえません。また、今回の再開発等促進区を定める地
区計画の適用については、適用地区の要件（都市計画法第12条の5

第3項）に違反している疑いがあります。今回の再開発等促進区が
定められた区域は、「土地の利用状況が著しく変化しつつ」ある地
域、「土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため・・・公共施設
を整備する必要」がある土地の区域に該当するとはいえません。
　都市計画公園は多元的な価値を有し、市民にとっての貴重な公共
空間です。この公共空間の制度的除外を含めた見直しに関しては、
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広く市民の声を聞いて決定すべきです。にも関わらず、東京都、所
有者、事業者による一方的な見直しの決定プロセスとそれに関する
情報の現段階での不十分な開示状況は、非常に問題です。公園未
供用区域として扱われているラグビー場とその敷地は、実態として
は公園施設としての機能を果たしてきています。その機能をより充
実させるためには、現在のラグビー場周辺の閉鎖的空間を開放的な
空間に改善することで可能であり、この区域を再開発する必要は全
くなく、この区域が未供用区域であるとして神宮外苑地区に「公園
まちづくり制度」を適用することは、制度の趣旨を逸脱した誤用と
言わざるを得ません。

6．都市公園区域での容積移転による再開発の問題
　今回の地区計画では、都市計画公園区域外の敷地において超高
層ビルの建設を可能にするために容積再配分がなされています。知
事の許可を受けた公園施設しか建てられない都市計画公園区域内
の土地について、用途地域による指定容積率を土地に付随した開発
権であるとみなして、その容積率の一部を公園区域外の土地に移転
することは、適切な都市計画の運用といえません。容積移転制度と
は本来、緑地や歴史的建造物を開発から護り保全するために、その
敷地の未利用容積を他の敷地に有償で譲渡する制度です。これら
の点についても、都市計画審議会で十分な説明と審議がされていな
いことは大きな問題です。また、こうした都市計画公園区域に対す
る都市計画の不適切な運用が前例となり、全国的に一般化すること
により、貴重な公共空間である都市計画公園区域とその周辺地域の
自然、環境、景観の破壊が進むことを憂えます。

7．環境影響評価情報の公開と適正で公正なプロセス
　この間の東京都環境影響評価審議会に事業者が提出した評価書
に関しての疑義が市民や日本イコモス国内委員会から提示され、審
議会においても異例の対応により評価書の審議が継続しています。
しかし、事業者からはまだ疑義に対する回答、対応が皆無となって
います。日本イコモス国内委員会から指摘された環境影響評価書に
おける非科学的対応に基づく「虚偽の報告、資料の提出」について
は、東京都環境局同席の下に、協議の場を持つという2月上旬から
の約束を、すべて反故とし、独断で審議会への報告を行うとの通知
がありました。東京都知事は、都環境影響評価条例第91条第1項第
5号の規定に基づき、環境審議会の決定を尊重し、事業者に対して
誠意ある回答と評価に関する科学的情報の開示について強く指導
をしていただきたくお願い申し上げます。環境影響評価の基本は適
正な科学的客観的情報の開示です。この基本的理念を踏みにじるよ
うな事業者の行為は決して許されるものではなく、この異常事態と
もいえる状況が継続することは、東京都における環境行政、都市計

画行政においても大きな禍根を残すものになります。

8．東京都環境影響評価システムの見直し
　全国に先駆けて、東京都が環境影響評価条例を制定したことに
は敬意を表します。制定後の現在において、制度とその運用には限
界に見えています。企画・構想段階でのアセスを必須とし、市民へ
の情報開示、市民討議の場の設定、第三者評価機関による建築デ
ザイン、ランドスケープデザインの専門的チェック等の仕組みの追
加が望まれます。アセス対象についても現在の規模設定ではなく、
小規模な市街地再開発への適用も必要です。また、都民にとって貴
重な空間の改変を伴う再開発に関しては、より積極的に環境影響評
価を企画・構想段階から実施することは必要です。また、現段階の
環境影響評価項目でのCO2排出に関しては、建設時を含まない建
設後の運営段階でのCO2排出削減であり、今、急ぐべきCO2排出
削減には貢献せず、逆に東京都での排出量を増加させ、地球温暖
化を促進するという矛盾を抱えた環境影響評価となっています。さ
らに、運用後に関しても計画床面積を元にした基準の建築と比較し
ての仮想の削減率であり、実質は床面積が増大している分、絶対排
出量は増加するという矛盾があります。

9．東京の都市再開発事業による膨大な建設時CO2排出問題
　膨大なCO2を排出してきた日本、大都市東京は、率先してCO2

排出削減を図ることが国際的義務であり、未来世代に対する責任と
思います。一方で、東京都は大規模な市街地再開発事業が目白押
しで、スクラップアンドビルド型の都市再開発はCO2を大量に排出
します。2030年までに半減が必要な時に、CO2を大量に排出する
都市再開発は極力制御し、都市防災等にとっての必要な建設や土
木工事に限定していくことが求められます。ちなみに、神宮外苑再
開発事業での建設延べ床面積は約56.5万m²であり、56.5万ﾄﾝの
CO2排出で、10年間事業とすると5.65万ﾄﾝ/年であり、これを吸収
するには0.64万ha森林面積（東京の森林面積の8%）が必要です。ま
た、貴重な樹木の伐採により神宮外苑の敷地内でのCO2吸収も削
減され、二重の意味でのCO2排出となります。

　以上、9点において、神宮外苑再開発は建築・造園・都市計画に
おける重大な問題を抱えた大規模再開発です。都知事と東京都は
施行認可を撤回し、再度、本再開発事業に対しての一連の手続きを
検証し、その情報を広く都民に開示し、神宮外苑地区の今後の維持
と整備の在り方について、広く論議の場を設定することを求めま
す。

以上
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